
　※介護職員処遇改善加算Ⅱは、支給限度額(１ケ月あたりの利用可能限度額)管理対象外となります。

※介護保険サービスに係る利用者負担割合について※

上記料金は自己負担額が１割の場合です。

平成２７年８月１日より、一定以上の所得者については、自己負担額が２割となります。

自己負担額の負担割合については、介護保険負担割合証に記載されております。

負担割合によっては、上記料金とは異なる場合がございますので、ご了承のほどお願い申し上げます。

要支援２の方 3,377円

運動器機能向上加算 225円 ※該当者

●当事業所は、介護職員処遇改善加算Ⅱ該当事業所のため、２．２％の加算をいただきます。

●当事業所は、介護職員処遇改善加算Ⅱ該当事業所のため、２．２％の加算をいただきます。

　※介護職員処遇改善加算Ⅱは、支給限度額(１ケ月あたりの利用可能限度額)管理対象外となります。

※要介護１～５の方で、ご自身で来所された時、ご家族の送迎で来所された際には４７円減算されます。

２　予防給付（介護予防通所介護）サービス利用料自己負担額（月額）

要支援１の方 1,647円

入浴介助加算

要介護４の方 614円 50円

要介護５の方 678円 ※入浴される方のみ

要介護１の方 426円

要介護２の方 488円

要介護３の方 552円

（別紙１） 平成27年度改正版

尾鷲社協介護事業所（デイサービスいきいき）利用料金表

１　介護給付（通所介護）サービス利用料自己負担額（1回あたり）

3時間以上

5時間未満




